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は じ め に

高知県では、日本一の健康長寿県構想を策定し、県民の誰

もが、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし

続けることができる高知県を目指し、様々な取り組みを進め

ております。

また、障害のある方に必要な福祉サービス等の提供体制を

計画的に整備していくため、「障害福祉計画・障害児福祉計

画」を策定し、障害のある方の福祉サービスの確保・充実に

向けて取り組んでまいりました。その結果、サービス提供の

基盤となる事業所の整備が着実に進んできておりますとと

もに、サービスを利用される方々も増加してきているところ

です。

近年、改正障害者差別解消法や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策

推進法など、障害者権利条約の理念を踏まえた法整備や共生社会の実現に向けた取り組み

が進んできております。さらに、本県においては、「障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例」を制定し、本年４月から施行することにより障害を

理由とする差別の解消を一層推進することとしています。

今回策定をいたしました第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画におきましては、

こうした状況を踏まえ、「身近な地域におけるサービスの確保」「個々の状況や希望に応じ

たサービスの推進体制の整備」「障害児支援の提供体制の確保」を基本的な考えとして、

これまで行ってきた取り組みをさらに推進していくこととしております。特に、支援が行

き届きにくいとされていた強度行動障害のある人や医療的ケアを必要とする重度障害の

ある人のニーズを踏まえた支援体制、障害のある子どもと家族への切れ目のない一貫した

支援の提供体制の整備などに重点的に取り組んでまいります。併せて、相談支援体制の充

実や地域生活支援拠点の整備など、地域での生活支援体制の一層の推進を図るとともに、

障害福祉サービスに従事する人材の確保をはじめとする取り組みにつきましても、これま

で以上に強化してまいります。

今後とも、障害のある方が希望する場所で、必要な福祉サービスを利用しながら安心し

て暮らし続けられますよう、「誰一人取り残さない、つながり支え合う高知型地域共生社

会」の実現に向けまして、全力で取り組んでまいりますので、県民の皆さまのご支援とご

協力をよろしくお願い申し上げます。

最後に、この計画の策定にあたり、ご意見やご提言をいただきました「高知県障害者施

策推進協議会」の委員の皆さまをはじめ、関係者の方々に対しまして、心よりお礼を申し

上げます。

令和６年３月

高知県知事 濵田 省司
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